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 第 3153 号  

   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県健康増進センター条例施行規則を廃止する規則         １ 

   告  示 

 ○障害者自立支援法第59条第１項の規定による指定自立支援医療機関の指  

  定                                ２ 

 ○富山県特定調達に関する苦情処理手続要領の一部改正          

 ○地籍調査の成果の認証                       ３ 

 ○土地改良区の定款変更の認可                    ４ 

 ○指定管理者構成員の変更                       

 ○指定管理者の指定                         ５ 

 ○有害図書等の指定                          

 ○共同住宅等の屋外への主要な出口に係る基準についての一部改正    ６ 

   公  告 

 ○特定非営利活動法人の定款変更認証の申請               

 ○争議行為の通知の公表                       ７ 
 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規       則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県健康増進センター条例施行規則を廃止する規則を次のように定め、公布す 

る。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第５号 

   富山県健康増進センター条例施行規則を廃止する規則 

 富山県健康増進センター条例施行規則（昭和56年富山県規則第39号）は、廃止す 

る。 

   附 則 

 この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

                              （健 康 課）  

毎週月.水.金曜日発行 
平成22年３月19日 

金 曜 日 
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告       示 
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富山県告示第85号 

   障害者自立支援法第59条第１項の規定による指定自立支援医療機関の 

   指定について 

 障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第59条第１項の規定により、指定自 

立支援医療機関として次のとおり指定したので、同法第69条第１号の規定により公 

示する。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井  隆  一 
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療 
所において担 
当すべき医療 
の種類 

指定年月日 
名称 所在地 

矯正歯科やまぎ 
しクリニック 
 

射水市戸破3521 
番地１ 
 

 育成医療、更生 
 医療   
 

歯科矯正に関 
する医療 

 

平成22年３月１日 
 
 

コスモ薬局黒部 
店 
 

黒部市生地神区 
298-３ 
 

 育成医療、更生 
 医療   
 

調剤 

 

 

平成22年３月１日 
 
 

厚生連高岡訪問 
看護ステーショ 
ン 

高岡市永楽町５ 
番10号 
 

 育成医療、更生 
 医療   
 

訪問看護 

 

 

平成22年３月１日 
 
 

 

 

富山県告示第86号 

   富山県特定調達に関する苦情処理手続要領の一部改正について 

 富山県特定調達に関する苦情処理手続要領（平成12年富山県告示第 153号）の一 

部を次のように改正し、平成22年４月１日から施行する。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

 10の⑴を次のように改める。 

 ⑴ 協定に定める適用基準額の邦貨換算額については、平成22年４月１日から平 

  成24年３月31日までの間は、平成22年総務省告示第19号によるものとする。 

                              （検 査 室）  



  平成 22年３月 19日     富 山 県 報       第 3153号  3   

 

富山県告示第87号 

   地籍調査の成果の認証について 

 富山市における地籍調査の成果は、国土調査法第19条第２項の規定により、国土 

調査の成果として認証した。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 調査を行った者の名称 

  富山市 

２ 調査を行った時期 

  平成16年６月１日から 

  平成19年３月28日まで 

３ 成果の名称 

  富山市大字上飯野の一部の地籍図及び地籍簿 

４ 調査を行った地域 

  富山市大字上飯野の一部 

５ 認証年月日 

  平成22年３月10日 

 

 

富山県告示第88号 

   地籍調査の成果の認証について 

 富山市における地籍調査の成果は、国土調査法第19条第２項の規定により、国土 

調査の成果として認証した。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 調査を行った者の名称 

  富山市 

２ 調査を行った時期 

  平成18年５月１日から 

  平成21年３月24日まで 
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３ 成果の名称 

  富山市大字上飯野の一部の地籍図及び地籍簿 

４ 調査を行った地域 

  富山市大字上飯野の一部 

５ 認証年月日 

  平成22年３月10日 

 

 

富山県告示第89号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  滑川北部土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和 

24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、平成22年３月10日認可した。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第90号 

   指定管理者構成員の変更について 

 次のとおり指定管理者の構成員を変更したので、富山県公の施設に係る指定管理 

者の指定の手続等に関する条例（平成17年富山県条例第４号）第12条の規定により 

告示する。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 公の施設の名称 

  富山県民共生センター 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  サンフォルテＪＯＩグループ 
 

 
名   称 所 在 地 

代表者 財団法人富山県女性財団 富山市湊入船町６番７号 
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構成員 株式会社インテックホールディングス 富山市牛島新町５番５号 

３ 変更年月日 

  平成21年10月１日 

４ 変更内容 
 

変更前 構成員 株式会社インテックホールディングス 

変更後 構成員 株式会社インテック 

５ 変更理由 

  株式会社インテックと株式会社インテックホールディングス合併に伴い、株式 

 会社インテックが存続会社となり、株式会社インテックホールディングスの権利 

 義務の一切を承継したため 

 

 

富山県告示第91号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第12条の規定により告示する。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 公の施設の名称 

  富山県国際健康プラザ 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  財団法人富山県健康スポーツ財団 富山市友杉 151番地 

３ 指定の期間 

  平成22年４月１日から平成24年３月31日まで 

 

 

富山県告示第92号 

   有害図書等の指定について 
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 富山県青少年健全育成条例（昭和52年富山県条例第４号）第９条第１項の規定に 

より、青少年に有害な図書等として次のとおり指定する。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

 
番 号 

 

 
種 別 

 

 
図  書  等 
 

号数又は 
発行年月
日 

 
発 行 所 名 

 

 
指 定 理 由 

 

18910 
 

雑 誌 
 

微熱SUPERデラックス 
2010年４月号 2010.3.5 セブン新社 

  
 著しく青少年の性的 
 感情を刺激し､ 著し 
 く青少年の粗暴性若 
 しくは残ぎゃく性を 
 誘発し、若しくは助 
 長し、又は著しく青 
 少年の犯罪若しくは 
 自殺を誘発し、その 
 健全な育成を阻害す 
 るおそれがある。 

18911 〃 
ザ・ベストマガジンス
ペシャル 
  2010APR ４ 

H22.3.5 KKベストセラ
ーズ 

18912 〃 月刊オン．ドット 
2010APR ４ VOL．18 H22.3.10 

㈱ハローケイ
エンターテイ
ンメント 

18913 
 
〃 
 

ＤＭＭ４月号増刊 
メガベッピンVOL．６ 2010.3.8 株式会社ジー

オーティー 

18914 〃 
月刊 COMIC 桃姫（モ
モヒメ） 
 4月号 VOL．１１４ 

H22.4.1 富士美出版株
式会社 

 

 

富山県告示第93号 

   共同住宅等の屋外への主要な出口に係る基準についての一部改正につ 

   いて 

 共同住宅等の屋外への主要な出口に係る基準について（平成14年富山県告示第 

 231号）の一部を次のように改正し、平成22年４月１日から施行する。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

 第１項中「第10条の２」を「第10条の２の２」に改める。 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公       告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

特定非営利活動法人の定款変更認証の申請 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定による特定非 

営利活動法人の定款変更認証の申請があったので、同条第５項において準用する同 
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法第10条第２項の規定により次のとおり公告する。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 申請のあった年月日 

  平成22年３月９日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

  特定非営利活動法人ヒューマックス 

３ 代表者の氏名 

  石田 修一 

４ 主たる事務所の所在地 

  富山県氷見市島尾599番地 

５  定款に記載された目的 

  この法人は、高齢者のグループホームに関する事業及び乳幼児の緊急一時預か 

 りに関する事業等を行い、住民の福祉の増進と子どもの健全育成に寄与すること 

 を目的とする。 

 

 

争議行為の通知の公表 

 富山県厚生農業協同組合連合会労働組合中央闘争委員長奥康博から、平成22年３ 

月12日付けで争議行為を行う旨の通知があったので、次のとおり公表する。 

  平成22年３月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 事件 年度末手当要求及び2010年春闘要求に関する件 

２ 日時 平成22年３月23日午前８時30分より本事件解決に至るまで 

３ 場所 高岡市永楽町５番10号 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 

     滑川市常盤町 119番地 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 

４ 概要 必要な一切の合法的争議行為を実施する。 
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